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売買契約書（消耗品） 

 

買主 地方独立行政法人大阪府立病院機構（以下「甲」という。）及び売主 【ＳＰＤ業

務基本契約書の受注者】（以下「乙」という。）は、第５期大阪府立病院機構ＳＰＤ業務基

本契約書（以下「ＳＰＤ業務基本契約書」という。）に基づき、乙が甲に対して納入する消

耗品（以下「商品」という。）の取引について、次のとおり売買契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

（本契約の有効期間及び適用） 

第１条 本契約の有効期間は、本契約締結日から１年間とする。ただし、期間満了の３ヶ

月前までにいずれの当事者からも別段の書面による意思表示がない場合には、１年間自

動的に更新されるものとし、以後も同様とする（ただし、更新を繰り返した場合でも、

令和 11年３月 31日をもって期間満了により終了とする。）。 

２ 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に甲と乙の間で行われる商品の売買取引

のすべてに適用される。 

 

（個別取引） 

第２条 本契約に定める事項のほか、乙から甲に供給される商品の品名、規格、包装単位、

数量、納入期日、納入場所その他必要な事項は、原則として個別的な供給取引の行われ

る都度、甲から乙に対する発注書の送付又はこれに準ずる方法によって定めるものとす

る。 

２ 個々の商品の売買契約は、原則として、乙が甲よりの発注書等を受領した時点、又は、

乙が甲による発注を認識した時点で成立するものとする。 

 

（商品の納入等） 

第３条 乙は甲の発注により指定された期日に、ＳＰＤ業務基本契約書第２条第２号のア

からオに記載の５センター（以下「５センター」という。）で所定の手続きにより商品

を納入するものとする。 

２ 乙は、物品の納入又は第５条に規定する検査のため、物品を配送するときは、別添

「大阪府グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。 

３ 商品の所有権は、前項の規定により５センターにおいて当該商品が甲による検査に合

格した時点で、乙から甲に移転するものとする。 

 

（納入期限の延長） 

第４条 乙は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期日中に物

品を納入することができないときは、期日延長の申し出をすることができる。 

２ 前項の申出は、納入期日中にしなければならない。 
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３ 甲は、第１項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、

乙と協議して納入期日を変更するものとする。 

 

（検査） 

第５条 甲は、乙から商品の納入の通知を受けたときは、その日から３日以内に納入された

商品について検査を行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定による検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果につ

いて異議を申し立てることができない。 

３ 甲は、第１項に規定する検査において、商品に種類、品質又は数量に関して本契約の内

容に適合しないもの（以下「不適合」という。）があることを発見したときは、乙に対し、

第１項で定める期間内に、返品又は交換を書面で請求することができるものとし、乙はこ

の請求に従わなければならない。第１項で定める期間内に甲から上記請求のない場合、第

５条の２の場合を除き当該商品は検査に合格したものとみなす。 

なお、商品の不適合に関しては乙が責任を負うものとする。また、当該商品について、

行政官庁又は当該商品のメーカー等から回収指示が行われた場合も、乙は甲からの返品

又は交換の請求に応じるものとする｡ 

４ 甲は前項の定めに従い交換された商品について前３項の定めに従い再検査を行うもの

とする。 

 

（契約不適合責任） 

第５条の２ 商品に前条第１項に定める検査では発見できない不適合（数量不足を除く。

以下本条において同じ）があり、納品後６か月以内に甲がその不適合を発見し、乙に対

しその旨を通知したときは、乙は、甲に対し、甲の選択に従い、商品の返品又は交換に

応じるものとする。なお、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 

 

（価格） 

第６条 商品の価格については、別途甲乙間において定めるものとする。 

２ 乙による甲への納品終了後に行う商品の売買代金の金額の変更は、別途甲乙間で協議

の上、書面による合意にて行うものとする。 

 

（代金の計算） 

第７条 商品の代金は、月次明細書によって計算するものとし、内訳として税抜価格並び

に消費税及び地方消費税を記載するものとする。各商品は、当該商品の納入時点で月次

明細書に計上するものとする。 

２ 乙は、毎月末日締めで月次明細書を作成し、速やかに甲に対し請求書を送付する。甲

は、受領した月次明細書に疑義があるとき、直ちに乙に通知するものとする。 

３ 甲は、前２項に基づく代金請求が商品の納入状況に照らして適正に行われているかに
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ついて、事前に乙に通知の上、検査することができる。この場合、乙及は当該検査に協

力するものとする。 

 

（代金の請求及び支払） 

第８条 甲は、前条第２項に基づき乙から送付された適法な請求書を受領した日が属す

る月の翌月 20日（当該日が銀行の営業休業日であった場合には、その直前の銀行営業

日とする。）に、請求書記載の商品代金及びこれに対する消費税（地方消費税を含む。）

を含めた金額を、乙が別途指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払うも

のとする。 

なお、振込みに要する手数料は甲の負担とする。 

２ 甲は、適法な手続きに従って請求があったにもかかわらず、前項の規定による支払が遅

れたときは、当該未払金額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算して得

た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 

なお、振込みに要する手数料は甲の負担とする。 

３ 甲は、第１項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備がある

ことを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付することができ

る。この場合において、当該請求書を返付した日から、甲が乙から是正した請求書を受

理した日までの期間は、第１項の規定による支払期限を延長するものとする。 

ただし、その請求書の内容の不備が、乙の故意又は重大な過失によるときは、その請

求書の提出は無効とする。 

 

（権利義務等の譲渡の禁止） 

第９条 甲及び乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は第三者の

担保に供してはならない。ただし、あらかじめ他の当事者の書面による承諾を得て本契約

によって生じる権利又は義務の一部を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供するとき

は、この限りではない。 

 

（法令遵守） 

第 10条 甲及び乙は、本件取引に関連する法令を遵守するものとする。 

 

（善管注意義務） 

第 11条 乙は、本件取引の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもってなす責め

を負うものとする。 

 

（守秘義務及び資料等転用の禁止等） 

第 12条 甲及び乙は、業務を行なう上で知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏らし、

又は他の目的に利用してはならない。 
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２ 前項の規定は、甲及び乙の従事者にも適用するものとする。 

３ 甲は、乙が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を病院業務の履行以外の用に供

し、複写又は複製をしてはならない。 

４ 乙は、甲が提供する一切のデータ、プログラム、資料等をＳＰＤ業務の履行以外の用に

供し、複写又は複製をしてはならない。 

５ 本条の義務は、本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（損害賠償請求） 

第 13条 甲は、乙の本契約又は個別契約の違反により損害を被ったときは、乙に対して賠

償を求めることができる。 

 

（履行遅滞） 

第 14条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により乙が商品の納入期限を徒過した場合、当該

商品の単価に、納入期限到来日の翌日から商品を納入するまでに要した日数と納入期限

を徒過した商品の数量を乗じて得られた金額に、年３パーセントの割合による遅延損害

金を加えた額を速やかに甲に支払うよう乙に対し請求することができるものとする。 

 

（甲の契約解除権） 

第 15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除

することができる。 

(1) 正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。 

(2) 本契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 

(3) 本契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。 

(4) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。 

(5) 乙に詐欺その他の不正行為があったとき。 

(6) 乙から本契約の解約の申し入れがあったとき。 

(7) 第５期 大阪府立病院機構（５センター）ＳＰＤ業務基本契約が解除されたとき。 

(8) その他前各号に準じる事由が生じたとき。 

２ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において甲が損害を被ったときは、その

損害を乙に請求することができる。 

 

第 16条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除

することができる。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独

占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第 20条

第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第 17条の
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２又は第 20条第１項の規定による排除措置命令（以下｢排除措置命令｣という。）を受け

たとき。 

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び独占禁止法第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令（以下｢納付命令｣という。）

を受けたとき、又は第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条

第 10項の規定により納付命令を受けなかったとき。 

(4) 刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第３条

の規定による刑の容疑により刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第 247条の規定に

基づく公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたとき

を含む。）。 

(5) 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者に該当すると認められたとき。 

 

第 17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができ

る。 

(1) 役員等（乙の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所を

いう。）を代表するものをいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると

認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益

を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 

(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず､

暴力団又は暴力団員に対して､金銭､物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認め

られるとき。 

(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において甲が損害を被ったときは、その

損害を乙に請求することができる。 

 

（既納入物品の取扱い） 

第 18 条 甲は、第 15 条第１項の規定により本契約を解除したとき、物品の既納入部分を

検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、乙は、その

代金を請求することができる。 

２ 前項の代金の請求及び支払に関しては、第８条の規定を準用するものとする。 

 

（乙の契約解除権） 

第 19 条 乙は、甲が本契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となっ
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たときは、書面をもって甲に通告することによって、本契約を解除することができる

ものとする。この場合において、甲に未払となっている商品代金があるときは、乙の

甲に対する当該商品代金及びこれに係る年３パーセントの割合による遅延利息の請

求を妨げない。 

２ 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において乙が損害を被ったときは、

その損害を甲に請求することができる。 

 

（緊急時における調達等） 

第 20条 大規模事故、災害等の緊急時における物品の調達について、乙は自らの調達網を

活用するとともに供給手段を確保し、本施設への物品供給が迅速に行えるよう最大限努

力するものとする。 

ただし、天災地変など不可抗力により、業務の履行が困難な場合、甲及び乙はその善

後策を講じるため協議を行うものとする。 

 

（本契約終了による措置） 

第 21条 乙は、本契約が終了したときは、甲の指示に従って、本取引の引継ぎ及び資料の

返還等を適切に行う。 

 

（通知） 

第 22条 本契約に基づき要求され又は行われる通知は、書面により、下記の住所に対して、

直接交付、郵便による送付又はファクシミリによる送信により行われる。下記住所等に変

更がある場合は直ちに相手方にその旨を通知するものとする。 

(1) 甲に対する通知 

〒558-8558 

大阪市中央区大手前三丁目１番 69号 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 

ファクシミリ 06（6809）5934 

(2) 乙に対する通知 

〒… - ‥‥ 

・・市・・区・・・・丁目・番・・号 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ファクシミリ ‥（‥‥）‥‥ 

 

（協議事項） 

第 23条 甲及び乙は、互いに誠意をもって本契約の条項に定める各自の事項を遵守するも

のとし、本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合に

は、互いに信義に従い誠実に協議して善処する。 
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（管轄の合意） 

第 24条 万一、本契約に関連する紛争について円満な解決を見ることができず、やむなく

訴訟事件に至った場合は、大阪地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

本契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲及び乙は各自これに記名押印のうえ、

各１通を保持する。 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

甲 ： 大阪市中央区大手前三丁目１番 69号 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 

理事長 遠山 正彌 

 

乙 ：  
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大阪府グリーン配送等の条件 

 

（グリーン配送等） 

第１条 乙は、物品の配送業務（乙以外の者に配送業務を委託する場合を含む。）に自動車（二輪自

動車を除く。）を使用する場合は、大阪府グリーン配送適合車を使用しなければならない。 

（検査） 

第２条 乙は、検品の際、甲に対して、大阪府受付印を押した大阪府グリーン配送適合車届出書の写

し（以下「大阪府グリーン配送適合車届出済証」という。）又は自動車検査証のいずれかを提示す

るとともに、使用車報告書を提出し、検査を受けなければならない（他の事業者に配送を委託する

場合は、当該事業者に、検品の際、甲に対して、大阪府グリーン配送適合車届出済証又は自動車検

査証を提示させるとともに、使用車報告書を提出させ、検査を受けさせなければならない。）。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、乙は、使用車報告書の提出を要しない（他の事業

者に配送を委託する場合は、当該事業者に使用車報告書を提出させることを要しない。）。 

 (1) 乙又は乙が配送を委託した事業者が、大阪府グリーン配送適合車届出済証を提示したとき。 

 (2)  乙又は乙が配送を委託した事業者が、配送に大阪府グリーン配送適合車を使用していることを

甲が確認したとき。 

第３条 乙は、前条の規定による使用車に関する書面を提出した場合は、前条の検査に加え、大阪府

環境農林水産部環境管理室交通環境課長に自動車検査証等の書類を提示し又は提出し、検査を受け

なければならない（委託した事業者が使用車に関する書面を提出した場合は、当該事業者に対し

て、検査を受けさせなければならない。）。 

第４条 乙は、前２条の検査のほか、大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課長から求められた

とき、検査を受けなければならない（委託した事業者が配送した場合は、当該事業者に対して、検

査を受けさせなければならない。）。 

（誓約書の提出） 

第５条 乙は、第１条の規定に違反したときは、今後、同条を遵守する旨の誓約書を甲へ提出しなけ

ればならない。 

（定義） 

第６条 車種規制非適合車とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域におけ

る総量の削減等に関する特別措置法施行令（平成４年11月26日政令第365号）第４条各号に掲げる自

動車であって、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成４年６月３日法律第70号）第12条第１項で規定する窒素酸化物排出基準

又は粒子状排出基準に適合しないものをいう。 

２ 大阪府グリーン配送適合車とは、次の各号のいずれかに該当する自動車をいう。 

 (1) 大阪府生活環境の保全等に関する条例第42条に規定する低公害車 

 (2) ガソリン自動車（ただし、車種規制非適合車を除く） 

 (3) ＬＰＧ自動車（ただし、車種規制非適合車を除く） 

 (4) ディーゼル自動車（ただし、車種規制非適合車を除く） 

３ 大阪府グリーン配送適合車届出書とは、物品納入業者等（物品納入業者又は物品納入業者の委託

を受けて配送を行う事業者をいう。）又は物品納入業者等となる可能性がある事業者が、配送に使

用している大阪府グリーン配送適合車について、大阪府知事へ届け出るために提出する書類をい

う。 


